

平成31年第1回

北栄町農業委員会総会議事録
平成31年第1回北栄町農業委員会総会
	開催年月日
	　平成31年1月10日（木）

	開催の場所
	　北栄町大栄農村環境改善センター

	開　　　会
	　午後1時30分

	出席委員
（２６名）

	１番
	池田　誠
	２番
	石井　通人
	３番
	前田　浩明

	
	４番
	谷口　廣志
	５番
	河原　廣美
	６番
	竹原　正純

	
	７番
	田熊　公男
	８番
	森本　壮一
	９番
	濵根　泰弘

	
	１０番
	実光　辰己
	１１番
	濱田三喜男
	１２番
	永田　恭彦

	
	１３番
	南場　英
	１４番
	前田　榮久
	１５番
	福光　康男

	
	１６番
	池本　博史
	１７番
	齋尾　直久
	１８番
	徳山　英晴

	
	１９番
	盛山　由紀子
	２０番
	竹信　啓子
	２１番
	濵坂　良男

	
	２２番
	一二三　満雄
	２３番
	井川　敏昭
	２４番
	山下　正美

	
	２５番
	杉川　一二美
	２６番
	濱田　登喜治
	
	   

	欠席委員等
	　  　
　          

	事務局
	局長
	下阪　啓二
	書　記
	　主幹　中口　一彦
　農地中間管理推進員　中西　宣之


	閉　　　会
	　午後3時12分


日　程

１　開会

２　会長あいさつ
３　議長開会宣言　　　　　　定足数の確認　

　
４　議事録署人の指名

　　　（１７番　齋尾委員）（１８番　徳山委員）
５　議事

（１）農地法第３条の規定による許可申請書について（1件）　　　　　

（２）農地利用集積計画の決定について
　　　・利用権設定　
・農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画
・北栄町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想第４章１の（５）の規定による所有権の移転申出書（2件）

　　　　　　　　　　　　　　

６　協議事項

（１）農地法第３条の３第１項の規定による届出書について　

（２）農地法第１８条第６項の規定による通知書について
（３）非農地証明申請書について（1件）
（４）認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に係る事業計画について（1件）
（５）農地所有適格法人報告書（1件）
　（６）北栄町農業施策に関する意見書に対する回答書
７　報告事項

（１）委員会報告

　　　　農地委員会
　　　　農政委員会

　　　　広報委員会　

（２）審議会等報告
８　連絡事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総会開催予定等

　　　・第２回総会 　 　平成３１年２月１２日（火）午後１時３０分から

　　　　　　　　　　　　　　北栄町大栄農村環境改善センター　青年研修室
現地確認　　　平成３１年２月８日（金）午後１時３０分事務局集合　

担当委員　池田委員、石井委員、前田職務代理
　　　　　　　議案締切日　　平成３１年１月２５日（金）

　９　その他
　　

１０　閉会

【添付】　現地写真、資料

○事務局　平成３１年第１回の総会を開催いたします。
　初めに会長さん、御挨拶をお願いいたします。
○濵坂会長　そうしますと、時間を超過いたしましたけども、引き続き１月の総会を始めたいと思います。
　まずは、最初に御挨拶いたしますけども、先ほど若干お話の中でありましたけども、国内外とも大きな変化がこれから起こるだろうというふうに思われます。先ほど言われましたように、ＴＰＰ１１が年末に発効ですし、日欧ＥＰＡが２月には発効と、それからアメリカとの自由貿易交渉が始まるというようなことで、今までは不安の中といいますか、想像の中での話だったんですけども、これからいよいよ本当の影響がどういうふうに出てくるのか見定めながら、できることがあればやるということになろうかと思います。
　それから、１０月には、今のところ消費税の引き上げが行われる予定であります。これも軽減税率等々はあって、その辺が非常にクイズ番組みたいな仕組みになっておりまして大変だなと思っておりますけども、こういったことがこれから始まります。
　それから、新元号ですね、私たちもとうとう今度は３つの世代を生きるような格好になりまして、昭和、平成、新元号というようなことで、何か時代の流れが感じられるところであります。
　さらには、知事選も含めて統一地方選挙が４月、それから７月には参議院選挙ということで、これも今の与党、自民党がどういう姿になるのか、政治がどういう姿になるのか、これも注目すべきだろうと思います。そんなことで、ことしはめじろ押しなんですけども、そういう中にあって、私たちの仕事は私たちの仕事できちっとやるということだと思います。
　ここ最近ずっと正月の１月総会で、お年玉ではないですが、プレゼントがわりでいつも出しておりますので、今回も準備をさせていただきました。印刷物が１枚ありますが、逆説の１０カ条というものでありまして、ケント・Ｍ・キースという方が考えられた１から１０の逆説のお話です。最初の上のほうに、それでもなお、人を愛しなさいということなんです。例えば１に、人は不合理で、わからず屋で、わがままな存在だと。それでもなお、人を愛しなさいということなんですね。真面目にやりましょうということだと思います。こういったことを、後でごらんいただきたいと思いますが、農業委員会の私たちのことに当てはめていきますと、農業委員会が幾ら一生懸命仕事をして活動をして頑張っても、誰もなかなか関心を持って見てくれないということがあろうかと思います。それでもなお、与えられた使命、役割を果たしなさいというふうに置きかえたいと思います。ということで、開会の挨拶にかえます。以上です。
○事務局　そうしますと、会議規則第５条に、会長が議長となるということになってございますので、会長のほうに議長を務めていただきます。
○濵坂議長　そうしますと、規則によりまして議長に就任をさせていただきます。
　本日は全員出席で総会成立であります。なお、２４番、山下委員におかれましては、４時に退席をされたいという申し出を受けております。
　そうしますと、４、議事録署名人の指名でございます。順番に従いまして、１７番、齋尾委員、１８番、徳山委員にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
　早速議事に移ります。議事の１、農地法第３条の規定による許可申請書について、１件でございます。説明はございますか。
○事務局　特にございません。
○濵坂議長　特に説明がないということであります。皆さん方からの質疑を受けたいと思います。いかがでしょうか。
　特に発言がないようであります。特に問題がないということだと思います。そうしますと、議事の１、農地法第３条の規定による許可申請書について、申請のとおり許可してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、申請のとおり許可といたします。
　続きまして、議事の２、農地利用集積計画の決定についてでございます。説明はございますか。
○事務局　１６ページにございますけれども、７９番から８２番につきましては、中間管理事業に係るものでございます。
　また、１８ページにございますけれども、こちらは基盤強化法に基づきます所有権移転ということでございまして、大島と西穂波の方の売買ということでございます。以上です。
○濵坂議長　そうしますと、説明が終わりました。まず、委員関連案件がございます。２６から３７、４８から５０、７４、合計１６筆が永田委員関連案件でございます。それから、７６が南場委員関連案件でございますので、以上１７筆以外のものにつきまして、まず審議をお願いしたいと思います。何か発言ございますか。
　特に問題なしということでよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、２６から３７、４８から５０、７４、７６、計１７筆以外のものにつきまして、計画のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、１７筆以外のものにつきまして、計画のとおり決定といたします。
　続きまして、２６から３７、４８から５０、７４、計１６筆、永田委員におきましては除斥扱いで審議を願いたいと思います。いかがでしょうか。
　特に発言がないようでございます。永田委員関連案件１６筆、計画のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、永田委員関連案件１６筆、計画のとおり決定といたします。
　続きまして、７６番ですけども、南場委員関連案件でございます。南場委員は除斥扱いで審議をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
　特に発言がございません。そうしますと、７６、南場委員関連案件、計画のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、７６も計画のとおり決定といたします。
　続きまして、ページ１８、農業経営基盤強化の促進に関する基本的構想第４章１の（５）の規定による所有権の移転申出書でございます。これについて、何か発言ございますか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
　特に発言がないようでございますので、移転申出書のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、基本構想の促進に関する基本的な構想の第４章の１の（５）の規定による所有権の移転申出書、申し出のとおり決定といたします。
○永田委員　ちょっといいですか。
○濵坂議長　はい。
○永田委員　利用権設定の件で、農地流動化助成金の関係で、新規の方は認定農業者に１０アール２，０００円、更新の方は１，０００円という形で、更新の場合は減額するという形の分ですけども、これ、新規のほうは金額が高いから、更新せずに切ってしまって、その後新規で改めて出すという場合はどうしたもんだろうかと、どう判断をされるんだろうかなと。
○事務局　それは要綱に書いております。そういうふうなことをされれば出さないということになります。その他書いてない場合であっても町長の判断ですので、そういう場合は協議をして、不公平のないようにしたいと思います。
○濵坂議長　日程の中で、先ほどの基盤強化の促進に関する基本構想、案件が２件となっておりますけども、１件でございますので、以上で議事を終了いたします。
　続きまして、６の協議事項に移ります。協議事項１、農地法第３条の３第１項の規定による届け出書について、２件でございます。説明はありますか。
○事務局　３ページの分でございますけれども、あっせん等の希望がありということでございます。ただ、遊休農地ということでございますが、いい方がありましたらお願いしたいというふうに思います。面積も小さいですし、なかなか難しいのかなというふうに思っておるところであります。大体出てきますと、隣接の方に購入の意思がないかとか、そういったことも検討させていただいて、どうしようもないなというところで上げさせていただいたところでございます。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございました。そうしますと、２件一括協議いただきたいと思いますが、何か発言ございますか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
　特に発言がございません。農地法第３条の３第１項の規定による届け出書２件でございますが、一括受理してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、２件一括受理をいたします。
　続きまして、協議事項の２、農地法第１８条第６項の規定による通知書について、４件ございます。一括協議を願いたいと思います。何か説明はありますか。
○事務局　５ページ、６ページ、７ページもですか、●●さんという方が就農されているんですけれども、天候不順もあったりして、調子が悪いということもあって、面積を若干減らしたいということもありまして、とりあえずこちらに上がっているものを合意解約されたということでございます。一番最後の分の、これは池田委員さんところの案件ですけれども、こちらにつきましては、そのまま池田委員さんのところで勤めておられて、その後、経営を承継されたということもございまして、以前の契約もございましたので、そのまま引き継いでおられたということでございますけれども、それを解約されるということだそうでございます。あと、以前、濱田委員さんのほうから、この１８条６項の規定の通知がどうのこうの、その辺がわからんということがございまして、そのときは説明させていただいたんですけれども、本日の資料をごらんいただきたいと思いますけども、そちらのほうにいいのがございましたので、つけております。
　基本的には、１８条６項というのは、資料がございます。こちらのほうの１ページの下の許可基準からごらんいただきたいと思いますけれども、賃借人が信義に反した行為をした場合や、それから、その農地を農地等以外のものにすることが相当となった場合であるとか、賃貸人が耕作するほうがいいではないかとなったことや、農場生産法人と書いてありますけど、現在農地所有適格法人ですが、その法人が要件を欠くことになった、その他、正当の事由がある場合、これらにつきましては、今、審議いただいているのは、合意解約で出していただいておりますけども、片方の方で出せるということでございます。片方の方で出すと、今度これは手続が書いてございますけれども、知事のところまで上がって許可を得るという格好で、一方的に解約できるということになっておるものでございますが、通常は合意解約をここの項目で上げさせていただいているところでございます。ただ、非常にわかりにくい部分かもしれませんので、次回からは合意解約書についてというふうな格好にさせてもらおうかなと思っております。以上です。
○濵坂議長　いかがでしょうか。何か質問、発言ございませんか、よろしいでしょうか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
　特に発言がございません。そうしますと、協議事項の２、農地法第１８条第６項の規定による通知書４件でございますが、一括受理したいと思いますが、よろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、４件一括受理をいたします。
　次に、協議事項の３、非農地証明申請書について、１件ございます。説明を求めます。
○事務局　こちらは、東園の集落内にある農地といいましょうか、土地でございまして、現場のほうが、相当以前から宅地として利用されておる、家を建てられているというような状況がございますので受けたものでございます。現地確認をされておりますので。
○濵坂議長　続きまして、現地確認の報告をお願いいたします。
○竹信委員　昨日、会長さんと山下委員と事務局長さんと、４人で現地確認に行ってまいりました。写真にもありますように、ちょっと写真でわかりにくいかもしれんですけれども、元々は畑だったようですけれども、もう宅地として随分前から宅地になっているようですので、もう非農地として考えるよりほかはないのではないかなと思いますので、よろしいでしょうか。
○濵坂議長　ありがとうございます。
○事務局　一応写真が、これ雪が降りそうな日に撮ったものですから、暗く写ってしまっておりますが、左の赤っぽいところが塀です。それから、その右側のほう、家が見えますけど、家の下のほうにちょっと薄くなっている、暗くなって見えませんけど、ここにはブロック塀がずうっとございまして、敷地内の中になっております。もちろん、建物の部分、一部分ですね、この先にございます屋根瓦が見えていると思いますけども、屋根瓦の見えている建物、それから、その左の先のほうの建物で、これは段違いに屋根がなっておりますが、どうも段が違っておる手前の部分のところまでが、この農地だったというふうに見ました。以上です。
○濵坂議長　そうしますと、皆さん方からの質疑、発言を受けたいと思います。いかがでしょうか。
○事務局　なかなか以前は、地図を持って、農地の利用状況調査に回ってもらっておりまして、その集落内についてはなかなかそこまでは見れなかったという部分があったと思います。私もＧＰＳを使うようになるということで、事前に外すようにはしておったんですけど、まだ漏れておったというところでございます。一応、ＧＰＳのほうは、農業委員会のほうで、たしか現況が農地のものが上がるようにしていたのではなかったかなと、それでかなというふうにちょっと思っておるところでして、今後考えていきたいなというふうに思います。
○事務局　これは、前のほうに、いつだか審議いただきましたけれども、●●さんの関係のところを農地をお持ちで、その関係で関心を持たれておられたんだろうなというふうに思います。
○永田委員　いや、こちらには●●さんのところの、●●の建っている土地の半分も農地なんでね、そこもどうせならあわせてされればよかったのになというような気がしてしまって、普通に２０年以上たっていますので、何でここだけなのかなというのがちょっと疑問に思ったりなんかして。
○濵坂議長　そのほかには何かございませんか。
　そうしますと、非農地証明の申請が出ておりますが、申請のとおり受理してよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、非農地証明、申請のとおり受理をいたします。
　続きまして、協議事項の４、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に係る事業計画について、１件ございます。説明を求めます。
○事務局　携帯電話のアンテナとか、こういうものにつきましては、転用特例で届け出だけでできることになっております。提出先は中部総合事務所ということでございまして、総合事務所からこちらのほうに届け出があったよということで、通知が参っておるものでございます。ただ、その前に、こちら農業委員会のほうに参られまして、協議をされて、この亀谷に設置をされるという格好になってございます。面積的には約４平米ということでございまして、非常に小さいわけですけれども、これが農地の真ん中にあれば非常に都合が悪いわけでありまして、例えばこれがそういう場所に建てたいということがあれば、隅のほうにできないか、その前段としては、どうして田畑でないといけないのか、山林とか雑種地とか周辺にはないのかというようなことも聞き取りをしながら、いいではないかなということで回答をし、認定されてきたものということでございまして、場所的には１枚の農地、平面で見ますと、１２ページを見ますと、平面の上に四角で囲っておりますけれども、実際のところは写真を見ていただければわかりますけれども、斜面ということになってございますので、そこだったらいいではないかなと。もちろん農業もされておりませんし、その部分では耕作もされておりませんので、やむを得ないかなというようなところであります。
○濵坂議長　続きまして、現地確認の報告をお願いいたします。
○竹信委員　同じように現地確認に行ってまいりました。図面では１枚の大きな畑のように見えますけれども、現地に行ってみましたら、この写真のように斜面になっていて、そこはもう草がいっぱい生えているような状態で、その下のほうは、ちょっと色の変わっているところは、何か軽トラでも入れるような感じの、ちょっと入れるようなことになっていたようです。それで、その下も畑でした。なので、民家とは少しだけ離れていますし、この傾斜の場所は別にそういうものが建っても問題はないのではないかというふうに確認をしてまいりました。以上、報告を終わります。
○濵坂議長　ありがとうございます。以上で説明、現地確認の報告等終わりました。皆様方からの質疑を求めたいと思います。いかがでしょうか。はい。
○竹原委員　済みません、６番です。１２ページの地図で見ますと宅地というのがありますが、３３３－５ですが、これを見ながら写真を見ますと、ちょっと位置関係がもう一つぴんとこないのですが。
○事務局　写真は左側から撮った分ですね。だから、写真でいけば右の先のほうに家がある。５４７－１の畑の方向から撮った写真でして、家がちょっと写っておりません。それで、除草剤をかけてあるようなところ、黄色いところがございますけども、そこはどうもその下のほうの３３３－４と３３３－３の畑に行く進入路みたいになっている。
○竹原委員　宅地の上には家は建ってない。
○事務局　家はありますよ、宅地に。
○山下委員　ちょうど位置的に見えない。
○事務局　ええ、見えない感じ、家が。
○竹原委員　というのは、これは農地の問題ではないかもわかりませんが、ここが建つと、家の前に建つとこで、気持ち悪い人があるみたいで、家はどうかなと見ながら見えないもので聞いたんですけど、余り接近しているというふうではないんですか。畑にしても。
○事務局　高さは、１０メートル。
○竹原委員　１０メートル。
○事務局　１５メートル。１５メートルでは届かんのでは。
○濵坂議長　３３３－５に住宅がありましたけども、塔の高さでは届かないという、倒れても。
○竹原委員　ああ、もちろんね。
○濵坂議長　それから、先ほどの写真の右下に向かってずうっと低くなっております、全体が。この崖がずうっと続いておるような格好で宅地の東側というか、畑のぐうっと低いところに位置している。
○事務局　確かに、自分げの近くに建っていれば気持ち悪い。
○竹原委員　農地の問題ではないですが、何事においてもそういう人はいますので、これはもう大丈夫なんだろうなと、ということです。
○事務局　特にやっぱり探すのは不動産業者みたいなのが探すようです。それを探されたところに通信事業者が設置をする格好で、その辺のところは話はしてあると思うんですけどね、地元には。何ともこちらのほうではそれ以上のことは言えないんですが。
○濵坂議長　そのほかには何かございませんか。よろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、そのほか特に異議発言がございません。協議事項の４、認定電気通信事業者の行う事業計画についてでございますが、計画のとおり受理してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、計画のとおり受理をいたします。
　続きまして、協議事項の５、農地所有適格法人報告書、１件ございます。協議を願いたいと思います。説明はございますか。
○事務局　こちらは、事務所の所在地は東高尾になっておりますが、大谷でもやられておりますけども、●●の報告書でございまして、３年前にこれは３億５８８万ほど実績が上がっておりますけれども、申請日の属する年につきましては５，４００万ほどの売り上げを見込んでいるということでございます。この差が何かということで私も聞きましたけれども、ほかのところにも事業所がございまして、そちらの事業所と１つだったことがあったりして、その分が入っているということで、現在の分は純粋にこちらのものだということだそうでございます。あとはごらんのとおりでございます。
○濵坂議長　そうしますと、皆さん方からの質疑を求めたいと思います。いかがでしょうか。
　特に発言がないようでございますが、報告書のとおり受理してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、農地所有適格法人報告書、報告のとおり受理をいたします。
　続きまして、協議事項の６、北栄町農業施策に関する意見書に対する回答書についてでございます。説明はございますか。
○事務局　１２月のときにも、農委懇談会のときに御報告はいたしましたけども、誤字とかございましたので、正式に直したものをもらったところでございますので、皆さんのほうにもそのものを差し上げる必要がありまして、出させていただきました。以上です。
○濵坂議長　内容的に修正ない。
○事務局　内容に修正はございません。
○濵坂議長　そうしますと、確認の意味での再提出ということのようでございます。改めて何か発言ございますか。内容については、先ほど懇談会の中で産業課長のほうが若干触れておられましたけども、徐々に意見に対する活動といいますか事業が、取り組みがなされてきておるのかなというように感じたところでございます。
　そうしますと、一二三委員、何か。
○一二三委員　最後のページの捕獲従事者のところの中に、この間の懇談会のときも、今の箱わなは、受けても地区のだけしかできないということで、町長もそれでは成果も出ないなということで、地区外でも協力して設置できるようにというような話もされていたと思うんですけど、それがちょっと落ちているというか、ちょっと書いてあるといいかなというふうに見させてもらいました。
○事務局　これは、ですから１２月の農委懇談会で町長の話がある以前の部分ですので、ここから先、延びたといいましょうか、意見がプラスされたというふうに考えていただければというふうに思っております。
○濵坂議長　当日の町長回答で、確かに、そうだな、検討しないといけんなという返事だったと思いますので、何らかの方策は示されるのではないかと思いますけれども。
○事務局　さかのぼっては直してないということで。
○一二三委員　ちょっと追加でもなったのかなと。わかりました。
○事務局　それと、きのう、農業会議の上場会長が来られて、町長と懇談されて、そのときに会長さんと私と一緒に立ち会ったんですけれども、そのときに、新規就農者について、しっかりと地元の農家がサポートしてもらいたいというような話がありまして、ちょうど意見書の中に複数の農家体制で行うということがございまして、非常に内容的にはタイムリーだったかなというふうに思ったところであります。
○濵坂議長　どなたか何かありますか。また何か気がつかれたら、事務局なり私のほうでも結構でございますので、御提案等いただけたらと思います。
　そうしますと、協議事項の６は以上で終了してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、協議事項、以上で終了いたします。
　７の報告事項に移ります。１、委員会報告でございます。農地委員会、何かございますか。
○谷口委員　農地委員会をこの後開きます。その中で３１年度の事業計画を立てますので、また次回の総会で御報告させていただきます。以上です。
○濵坂議長　続きまして、農政委員会。
○竹原委員　報告と、またお願いがあります。１２月１８日、農政委員会を行いまして、第７回の青年農業者研修会についていろいろ話し合いをしました。方向づけとしては、前回土壌分析で講義をいただいた山本定博先生に、御本人様も続けてやりたいというような意向を示されていたということもありましたので、その方向で組みました。日程調整の結果、２月１３日、たしか水曜日だったと思います。１２日が委員会の総会ですので、その翌日というふうに都合から決まりました。その方向に合わせて、１月１７日に農政委員会を定例の委員会を開きまして、最終の運営の詰め、確認をします。お願いといいますのは、もう出しましたか。
（発言する者あり）
　まだですか、今回はなかなか時間の制約がありましたので、直接送られた後、２０日過ぎですか、大体、締め切りは。
○事務局　もうちょっといける。
○竹原委員　もうちょっと。
○事務局　月末ぐらいです。
○竹原委員　月末ぐらいですか。出欠の確認をして、その状況によって皆さん方に、本来は総会でお願いするところが、時間がないものですから、郵送させていただこうかと考えていますので、届いたものを見ていただいて、声かけをしていただきたい。できるだけ人数をふやしたいという気持ちもありますので、前回出席の方は引き続きぜひ出ていただくようにお願いしたいと。新たに、前回たまたま都合が悪くて出られなかったような方は、優先的に出てきていただくような働きかけをお願いしたいというふうに思います。農政委員会は以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　続きまして、広報委員会。
○杉川委員　「菜種」の１月号が皆様のところに届いておるかと思いますが、見ていただけましたでしょうか。余りうなずいていただいてない、ありがとうございます。私たちもいろいろと工夫を凝らしながら、毎回少しずつ、もっと皆さんに読んでいただきやすいような内容にしていっております。ちなみに、一つ変化があるのは、プレゼントクイズの、いつもプレゼントクイズ、プレゼントクイズ、クイズばっかり言いますが、応募券がなくなりました。応募券をなくして、このクイズの答えをまず書いていただく。それと、このＱＲコードというものをつけました。今はスマホの時代ですから、スマホで読み込んで、そこから応募をしていただけるようにしました。ですので、応募券が必要なくなりました。そのようにして、こう、だけではなく、見ていただいた感想を書いていただく、そういう思いでこのプレゼントクイズにも力を入れております。中身のほうも見ていただいたらと思います。
　それと、一つ報告があります。全国のコンクールに応募していましたが、残念なことに、今回は米子の農業委員会の会報に決まったそうです。というのが、鳥取県の代表は１つしか上げていただけません。なので、県の時点で残念ながら選ばれなかったということです。よかった点は、管内の農業の取り組みとか、農業委員会制度の周知にすぐれているというところを言ってくださっております。工夫を要する点というところで、最適化の取り組み及び農業委員会推進委員の取り組みの周知が不足しているという講評をもらっております。その講評を見ながら感じたのが、今回１ページ全て私たちの活動の内容になっております。農地委員会であったり、農政委員会の委員長さんのほうにも文章を書いていただいて、またアグリフォーラムの実行委員をされていた石井さんのほうにも文章を書いていただいたりしておりますので、少しずつ講評に近づく内容になっているではないかなというふうにも感じています。で、今夜ですけども、そこでまた次回の内容についても話し合いを行います。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　続きまして、審議会等の報告、何かございますか。ございませんか。
○事務局　なければ、ちょっとお願いします。
○濵坂議長　事務局のほうから何かあるようです。
○事務局　報告事項というのを見ていただきたいと思います。１２月議会で一般質問が会長のほうに２点出されました。１点目は、津川議員のほうの太陽光パネル設置に関する条例の制定をということでございまして、その中で農業委員会長に、仕事のやりにくさはないかということで質問が参ったものであります。３ページ、４ページが会長の最初の答弁ということでございます。
　それから、５ページでございますけれども、長谷川議員からＴＰＰ１１であるとか就農支援についての質問が出ておりまして、会長のほうは７ページのとおりに回答されたことが、ごめんなさい、８ページ目がない、続きがなかったですけど、次回つけさせていただきたいと思いますけども、回答されておるものでございまして、参考にいただければと思います。ないですね。失礼いたしました。
　それで、８ページが、そのときに会長のほうから要望されました資料でいいものがございましたので、それも一緒につけさせていただいておりますので、参考にしていただければなというふうに思います。
　次に、９ページでございますけども、日本海新聞に杉川一二美委員の記事が載っておりましたので、それも入れさせていただいております。ちょっと印刷ですので、顔が変なことになっておりますけども、字のほうを読んでいただければなというふうに思います。
　それと、１０ページでございますけども、こちらは担い手育成機構からアグリスタート研修の名簿が届いておりまして、北栄町では５番の●●さんという方が、北栄町での就農を目指してスイカということでアグリスタート研修を受けられるというふうなことだそうでございます。倉吉市の方ということだそうでございます。
　続きまして、１１ページ、１２ページでございます。こちらは、農業経営改善計画の認定についてということで、認定農業者の認定審査会がございまして、こちらのほうで認定されたものをつけております。町内者の方は、もちろん新規がございます、妻波の方が２件ございますし、更新の方もございます。町外の方で、これは既に就農されておりますけども、●●さんということで、前の所長の息子さんですけれども、新規に認定を受けられたということでございます。永田委員のほうは変更ということで、これは何が変更だったですかね、済みません。確認していなかった。
○永田委員　経営安定対策のお金を積み立てておいて利用する、名前がど忘れで出てきません、河原さん、何でしたっけ、名前が出てこないですけど。
○河原委員　準備金。
○永田委員　準備金制度ですね。基盤強化準備金制度という制度がありまして、それを積み立てておいて取り崩して、例えば機械の更新の関係が経費算入できると、損金算入できるという制度がありまして、それを利用しようと思うと、改善計画のほうに利用するという文言が載っていないといけないということがありまして、利用できるように変更をということで。
○事務局　こういう方は多いんですかね、ほかにもありますか。まだないですか。
○永田委員　そういった理由での変更は余り聞いたことはないですけども、ほかの理由で、事業のほうを新たにというのを考えついた、思いついたというので変更される方は時折、やっぱりあります。
○事務局　わかりました。ありがとうございます。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
○事務局　失礼しました、もう１点でございます。１月２３日に、有害鳥獣に関する啓発の番組をＴＣＣで流すということで、産業振興課のほうから連絡が入っております。これは、要望に基づいたものということだそうでございまして、これも要望書の成果かなというふうに思います。１月２３日のＴＣＣの放送ということです。一生懸命、ＴＣＣのほうも食いついてくれまして、すぐに番組をつくってくれました。以上です。
○濵坂議長　皆さん方からは何かありますか。
○竹原委員　済みません、ちょっとこの場で連絡をさせていただきたいというのが、総会が終わりましたら、短時間で終わりますので下北条地区の委員さん、ちょっと集まっていただいて、こちらから実光さんとかですね、よろしくお願いします。
○濵坂議長　下北条地区の委員を。
○竹原委員　下北条です。
○濵坂議長　下北条ですか。下北条の委員さんは、お話があるようです。残っておいてください。
　そうしますと、８の連絡事項に移ります。一括して説明等、よろしくお願いします。
○事務局　まず、一般経過報告ですけれども、上げている以外にもございます。１月１８日には、農地白書を町長と議長に作成報告いたしております。会長と職務代理、それから事務局ということでございます。
　それから、昨日ですけれども、町の農業再生協議会がございまして、改善センターで開催されましたけども、職務代理のほうに出ていただいたというふうなことでございます。
　それから、当面の予定でございます。ごらんのとおりでございますけれども、１４日でございますが、農業委員会協議会の研修会ということで、水明荘で、基盤強化法のこれは改正の関係とかでございますが、私と中口主幹とで出席する予定で考えてございます。
　レジュメに戻っていただきまして、次回の総会でございますが、２月１２日火曜日でございます。午後１時３０分から上の青年研修室で行います。現地確認は、２月８日金曜日、午後１時３０分、事務局集合ということで、池田委員、石井委員、前田職務代理ということでお願いをしたいと思います。議案締め切りが平成３１年１月２５日金曜日ということでございます。
　いっとき、会長さんの都合があって、前の日に持っていかないといけんかなというような話もしておりましたが、最終的には都合をつけていただいて、予定どおりの日にちになったということでございますので、よろしくお願いをいたします。その他ございません。以上です。
○濵坂議長　連絡事項は以上でございますが、皆様方、何かございますか。あるいは全体通してでも結構でございます。
　ないようでございますので、以上で総会を終了いたします。
　　　議長（会長）
　　  議事録署名委員（１７番）
　　　議事録署名委員（１８番）
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